
 

 

教育職員免許法施行細則の一部を改正する規則案について 

 

高校教育課 

 

１ 改正の理由及び内容 

免許状更新講習規則（平成20年文部科学省令第10号）の一部改正により、

免許状更新講習に新たに選択必修領域が追加される（平成28年４月１日施

行）。 

この改正に伴い、免許状更新講習修了に基づいて行う有効期間更新申請書

等の様式を改正する。 

 

２ 施行期日 

  平成28年４月１日 

 

 











 


